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(57)【要約】
【課題】アクセサリに適用されるクラスプであって、ア
クセサリの装着を容易にし、特に片手でも容易に接続が
可能であり、さらに小型化が可能なクラスプを提供する
。
【解決手段】本発明のクラスプ（１）は、一側面に開口
部（２３）が形成された中空の筐体（２）と、開口部（
２３）を通じて筐体（２）に挿入された状態で該筐体に
連結される挿入部（３）とを備える。挿入部（３）は、
その挿入側の内部に第１の磁気誘導部材を有し、筐体（
２）は、その内部に開口部（２３）を介して外部を臨む
ように配置された第２の磁気誘導部材を有する。第１の
磁気誘導部材と第２の磁気誘導部材とは、筐体２の内部
で、磁力によって相互に引き付け合って係止する。この
係止状態は、筐体２の内部に収容されて、保持される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装飾用鎖状部材の端部に設けられる第１の磁気誘導部材と、筐体の内部に設けられる第
２の磁気誘導部材とが磁力で互いに吸着されて係止するクラスプにおいて、
　第１のフレームと第２のフレームとを備え、第１のフレームと前記第２のフレームとに
より中空と一端に開口が形成される筐体と、
　前記第１の磁気誘導部材を保持し、前記筐体の前記開口の大きさより横断面が大きい第
１の磁気誘導部材ホルダと、
　前記筐体の前記中空に設けられ、前記第２の磁気誘導部材を保持し、前記第１の磁気誘
導部材と前記第２の磁気誘導部材とが吸着するときに、前記第１の磁気誘導部材ホルダが
挿入される挿入空間を有する第２の磁気誘導部材ホルダと、を備え、
　前記筐体は、前記第１のフレームと前記第２のフレームとを連結する支軸と、前記第1
のフレームと前記第２のフレームとを前記支軸回りに回転させて前記開口を広げる付勢手
段とを備え、前記第１の磁気誘導部材と前記第２の磁気誘導部材が互いに磁力で吸着する
係止状態を前記筐体の前記中空に収容することにより前記係止状態を保持する機能を有す
ることを特徴とするクラスプ。
【請求項２】
　前記第２の磁気誘導部材ホルダの前記挿入空間に前記第１の磁気誘導部材ホルダが挿入
したとき、前記第１の磁気誘導部材ホルダの前記開口に近い端面と前記第２の磁気誘導部
材ホルダの前記開口に近い端面のうち、前記開口により近い端面と前記開口の間にギャッ
プが形成されるように、前記第２の磁気誘導部材ホルダが前記筐体の前記中空に設けられ
ていることを特徴とする請求項１記載のクラスプ。
【請求項３】
　前記第２の磁気誘導部材ホルダの前記挿入空間は、前記第１の磁気誘導部材ホルダを全
て収容する大きさを有することを特徴とする請求項１又は請求項２記載のクラスプ。
【請求項４】
　前記第１の磁気誘導部材と前記第２の磁気誘導部材は、それぞれ相互に表面磁極の異な
るマグネットであることを特徴とする請求項1乃至請求項３記載のクラスプ。
【請求項５】
　前記第１の磁気誘導部材と前記第２の誘導部材のうち一方はマグネットであり、他方は
強磁性体であることを特徴とする請求項１乃至請求項３記載のクラスプ。
【請求項６】
　２個の前記第１の磁気誘導部材ホルダと、
　前記筐体内部に、前記２個の第１の磁気誘導部材ホルダをそれぞれ挿入する２個の前記
第２の磁気誘導部材ホルダと、を備えることを特徴とする請求項１乃至請求項５記載のク
ラスプ。
【請求項７】
　前記第１のフレームと前記第２のフレームとは、略同一の外形を有することを特徴とす
る請求項１乃至請求項６記載のクラスプ。
【請求項８】
　前記第１のフレームと前記第２のフレームとは、相互に異なる形状を有することを特徴
とする請求項１乃至請求項７記載のクラスプ。
【請求項９】
 
 
　請求項１乃至請求項８の何れか一項に記載のクラスプを備えた一連または多連タイプの
アクセサリ。
 
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明はクラスプに関し、より詳細には、ネックレス、ブレスレット等の各種アクセサ
リに適用されるクラスプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図５は、従来のクラスプの例を示している（詳細は特許文献１参照）。このクラスプ５
００の両端部５０１、５０２には、ビーズ、チェーン等が接続され、ネックレス、ブレス
レット等のアクセサリを形成する。クラスプ５００は、差し込み口５３０を有する箱型の
本体５１０と、弾性を有する略「く」の字形状のばね部材５２０とから構成され、このば
ね部材５２０を差し込み口５３０に挿入することにより、双方の部材は相互に連結され、
その結果、アクセサリが接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１２７３２１（図５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　かかるクラスプ５００の本体５１０とばね部材５２０とを相互に連結させる場合には、
ユーザが手探り、または目視で双方の位置を合わせ、次いで、ばね部材５２０を本体５１
０の差し込み口５３０に挿入する必要がある。しかし、手探りでは位置合わせが困難であ
り、目視による位置合わせもユーザが老視や障害等で目が不自由な場合は困難である。ま
た、このクラスプをブレスレットに適用した場合には、ユーザはこのクラスプを片手で装
着する必要があり、同様に接続が困難である。さらに、ユーザがクラスプをきちんと把持
して位置合わせをするためには、クラスプが相当の大きさを有する必要があり、クラスプ
を小型化するための制約となってしまう。
【０００５】
　本発明は上述の不都合を斟酌して創案したものであり、本発明の目的は、アクセサリに
適用されるクラスプであって、アクセサリの装着を容易にするクラスプを提供することで
ある。本発明の別の目的は、片手でも容易に接続が可能なクラスプを提供することである
。本発明のさらに別の目的は、小型化が可能なクラスプを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために創案された本発明のクラスプは、装飾用鎖状部材の端部に設
けられる第１の磁気誘導部材と、筐体の内部に設けられる第２の磁気誘導部材とが磁力で
互いに吸着されて係止するクラスプにおいて、（１）第１のフレームと第２のフレームと
を備え、第１のフレームと第２のフレームとにより中空と一端に開口が形成される筐体と
、（２）第１の磁気誘導部材を保持し、筐体の開口の大きさより横断面が大きい第１の磁
気誘導部材ホルダと、（３）筐体の中空に設けられ、第２の磁気誘導部材を保持し、第１
の磁気誘導部材と第２の磁気誘導部材とが吸着するときに、第１の磁気誘導部材ホルダが
挿入される挿入空間を有する第２の磁気誘導部材ホルダとを備える。
【０００７】
　筐体は、第１のフレームと第２のフレームとを連結する支軸と、第1のフレームと第２
のフレームとを支軸回りに回転させて開口を広げる付勢手段とを備え、第１の磁気誘導部
材と第２の磁気誘導部材が互いに磁力で吸着する係止状態を筐体の中空に収容することに
より係止状態を保持する機能を有する。
【０００８】
　ここで、第２の磁気誘導部材ホルダの挿入空間に第１の磁気誘導部材ホルダが挿入した
とき、第１の磁気誘導部材ホルダの開口に近い端面と第２の磁気誘導部材ホルダの開口に
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近い端面のうち、開口により近い端面と開口の間にギャップが形成されるように、第２の
磁気誘導部材ホルダが筐体の中空に設けられていることが好ましい。
【０００９】
　本発明のクラスプによれば、クラスプを構成する筐体と磁気誘導部材ホルダ（筐体への
挿入部）はそれぞれ磁力によって相互に引き付け合う磁気誘導部材を有している。そして
、筐体を構成する第１のフレームと第２のフレームとを支軸に対してピボット回転させて
、開口を広げ、ユーザが磁気誘導部材ホルダと筐体とを把持して、双方を所定の距離だけ
近接させれば、磁力によって磁気誘導部材ホルダは自動的に筐体の内部に導かれる。した
がって、クラスプの接続時にユーザは磁気誘導部材ホルダ（挿入部と筐体とを目視で位置
合わせする必要がない。すなわち、老視や障害等で目が不自由な人でも簡単にこのクラス
プを接続することができる。その結果、筐体と磁気誘導部材ホルダ（挿入部）とが小型で
も問題無く接続できるため、本発明のクラスプは小型化が可能となる。
【００１０】
　また、本発明のクラスプによれば、第１の磁気誘導部材と第２の磁気誘導部材とが吸着
したとき、吸着した状態の第１及び第２の磁気誘導部材ホルダと筐体の開口との間には、
ギャップが形成される。このギャップは第１の磁気誘導部材ホルダが外部から引っ張られ
、第２の磁気誘導部材との吸着が外れたとき、筐体から抜け落ちることを防止するためで
ある。もしギャップがない状態で外部から引っ張られると、筐体の開口が広がり第１の磁
気誘導部材ホルダが筐体から抜け落ちる可能性が大きい。
【００１１】
　更にまた、本発明のクラスプによれば、第１の磁気誘導部材ホルダは、第２の磁気誘導
部材ホルダの挿入空間に挿入されている。これにより、クラスプの接続を解除するために
第１の磁気誘導部材（挿入部）を筐体の内部から引き抜くと、この挿入部が第２の磁気誘
導手段ホルダの開口の内壁部分によってガイドされ、その結果、挿入部は筐体の中心軸上
に保持された状態で移動する。従って、挿入部は筐体の開口の周辺に引っ掛かるなどの不
都合を生じること無く、安定して筐体から引き抜かれる。
【００１２】
　このとき、第２の磁気誘導部材ホルダの挿入空間は、第１の磁気誘導部材ホルダを全て
収容する大きさを有することが好ましい。
【００１３】
　本発明のクラスプの第１の磁気誘導部材と第２の磁気誘導部材は、それぞれ相互に表面
磁極の異なるマグネットであってもよく、第１の磁気誘導部材と第２の誘導部材のうち一
方がマグネットであり、他方が強磁性体であってもよい。これにより、マグネットと強磁
性体の組み合わせにより、単純でかつ安価な材料で実装することができる。
【００１４】
　また、本発明のクラスプは、第１の磁気誘導部材ホルダを２個用いて、筐体内部に、２
個の第１の磁気誘導部材ホルダをそれぞれ挿入する２個の第２の磁気誘導部材ホルダを備
えることができる。この構成のクラスプは、ペンダントヘッドに適用されることが好まし
い。
【００１５】
　本発明のクラスプの第１のフレームと第２のフレームとは、略同一の外形を有してもよ
く、また、相互に異なる形状を有してもよい。これにより、クラスプが特定の外形に限定
されず、様々な形状のクラスプを提供することができる。
【００１６】
　また、上述の構成を有する本発明のクラスプを一連または多連タイプのアクセサリに適
用することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によって、アクセサリの装着が容易で、特に片手でも容易に接続が可能で、かつ
小型化が可能なクラスプを提供することが可能となる。また、クラスプの接続状態が外部
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から力が加わっても容易に外れないクラスプを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るクラスプを示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るクラスプを示す縦断面図であり、接続手順を説明
するための図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係るクラスプを示す縦断面図であり、接続手順を説明
するための図である。
【図４】本発明の第３の実施形態に係るクラスプを示す斜視図である。
【図５】特許文献１が示すクラスプの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１ないし図４の図面を参照して、本発明の実施形態に係るクラスプの構造を以下に詳
細に説明する。
［第１の実施形態］
　第１の実施形態は、本発明のクラスプを一連タイプのアクセサリ用留め具に適用した場
合の例を示す。図１は、本発明の第１の実施形態に係るクラスプの外観を示す斜視図であ
る。図２は図１のクラスプ１の断面図であり、（ａ）～（ｄ）にクラスプの接続手順を示
す。
【００２０】
　図１に示すようにクラスプ１は、アクセサリの珠玉４の一端に取り付けられる筐体２と
、珠玉４の他端に取り付けられる挿入部３を備えている。図２に示すように、挿入部３は
、内部にマグネット３２を保持する円柱形状のマグネットホルダ３１と、このホルダ３１
の端に形成され、孔を有する連結部３３と、この連結部の孔を貫通し、アクセサリの珠玉
４に連結する環部３４とを備える。
【００２１】
　筐体２は中空の箱形状に形成されており、略同一の外形を有する第１のフレーム２０お
よび第２のフレーム２１と、第１および第２のフレームの一端に形成され、略真円の空間
領域を画定する開口部２３と、その他端側に形成されたスリット部２４と、そのスリット
部２４の内部から外部へと伸長した連結部２８と、その連結部２８の孔に接続した環部２
９と、当該第１および第２のフレーム２０、２１を相互に連結する支軸２２とを備え、第
１のフレーム２０と第２のフレーム２１が支軸２２を中心に相互にピボット運動できるよ
うな構造になっている。ここで、開口部２３の径は、マグネットホルダ３１の径よりも小
さく形成されている。
【００２２】
　図２を参照して、クラスプ１の内部構造について説明する。挿入部３のマグネットホル
ダ３１の内部にはマグネット３２が埋め込まれている。また、筐体２の内部には、支軸２
２に連結されたマグネットホルダ２６が配置されている。このマグネットホルダ２６は、
内部にマグネット２７が埋め込まれ、所定の長さを有する円柱形状の空間であるマグネッ
ト挿入部２６ａを有している。このマグネット２７は開口部２３を介して外部を臨むよう
に位置している。マグネットホルダ２６のマグネット２７および挿入部３のマグネット３
２の対向する面の極性は相互に逆、すなわち相互に引き付け合う状態になっている。
【００２３】
　マグネットホルダ２６のマグネット挿入部２６ａは、マグネットホルダ３１が挿入して
マグネット２７とマグネット３２が磁力により引き付け合うように形成されており、所定
の径の大きさと長さを有する。
【００２４】
　筐体２の内部にはバネ２５が配置されている。このバネ２５により、図２（ａ）におい
て第１のフレーム２０は支軸２２を基準に右回りに、そして第２のフレーム２１は支軸２
２を基準に左回りに付勢されている。従って、外部より力を作用させなければ、筐体２の
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スリット部２４および開口部２３のそれぞれが画定する空間領域が保持される。
【００２５】
　以上がクラスプ１を構成する筐体２と挿入部３の構造である。次に、図２を参照して、
筐体２と挿入部３との接続手順について説明する。
【００２６】
　図２（ａ）に示すように、最初に、ユーザが挿入部３と筐体２とを所定の距離だけ相互
に近接させる。次に、図２（ｂ）に示すように、筐体２のスリット部２４の上下部分（図
２（ｂ）の矢印の箇所と方向）に力を加えると、筐体２の第１のフレーム２０と第２のフ
レーム２１とがバネ２５の付勢力に逆らう方向に支軸２２を中心にピボット回転する。そ
して、スリット部２４が画定する空間が閉じられ、開口部２３が上下に分離し、その間に
画定される空間領域が拡大する。
【００２７】
　開口部２３の空間領域が拡大すると、筐体２の内部に設けられたマグネット２７と、挿
入部３のマグネット３２との間の磁力作用により、図２（ｃ）に示すように、挿入部３が
筐体２の内部に設けられたマグネットホルダ２６のマグネット挿入部２６ａに挿入され、
マグネット２７とマグネット３２が吸着して係止される。
【００２８】
　そして、図２（ｄ）に示すように、筐体２に加えていた力を解放すると、開口部２３が
元の大きさに戻り、マグネットホルダ３１が筐体２の内部に収容され、クラスプ１の接続
が完了する。
【００２９】
　図２（ｄ）に示すように、クラスプ１の接続が完了した状態のマグネットホルダ３１と
筐体２の開口部２３の間にはギャップＧ（間隙）が形成されている。これは、挿入部３が
外部より引っ張られ、マグネット２７との係止が解除されても開口部２３からマグネット
ホルダ３１が脱落することを防止するためである。もしギャップがない場合、マグネット
２７、３２同士が吸着した状態で外部から挿入部３が引っ張られると、開口部２３が拡大
して脱落する可能性がある。
【００３０】
　従って、本発明の第1の実施形態によれば、マグネット２７にマグネット３２が係止す
る状態が筐体２の内部に収容されることになり、挿入部３が外部から引っ張られても、筐
体２からマグネットホルダ３１が脱落することなく、クラスプの係止状態が維持される。
そして、外部からの引っ張りが解除されると、マグネット３２の磁力によりマグネット２
７と再び吸着し、係止される。すなわち、本実施形態のクラスプ１によれば、クラスプを
接続する場合、筐体内部でのマグネット同士の係止と、筐体による係止の二重の係止によ
り、クラスプが不意に外れることがなく、安定した係止状態を保つことができる。
【００３１】
　以上が筐体２と挿入部３との接続手順である。なお、図２（ａ）の状態において、ユー
ザは必ずしも挿入部３を把持する必要はなく、その代わりに挿入部３に連結された珠玉部
分を把持して良い。珠玉４のほうが挿入部３よりも大きいため、把持するのは容易である
。さらに、図２（ｂ）の状態で、ユーザは挿入部３を把持しなくてもよい。後は、マグネ
ット２７による磁力によって挿入部３は自動的にマグネット挿入部２６ａに導かれる。
【００３２】
　クラスプ１の接続を解除する場合、筐体２のスリット部２４の上下部分（図２（ｃ）の
矢印の箇所と方向）に力を加え（図２（C）の状態）、挿入部３を引き抜けばよい。
引き抜く際、挿入部３が第２のマグネットホルダ２６のマグネット挿入部２６ａの内壁部
分によってガイドされ、その結果、挿入部３は筐体２の中心軸上に保持された状態で移動
する。従って、挿入部３は筐体２の開口部２３の周辺に引っ掛かるなどの不都合を生じる
こと無く、安定して筐体２から引き抜かれる。
【００３３】
　なお、本実施形態において、マグネットホルダ３１の長手方向の長さ（図２（ａ）で矢
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印「ａ」で示した距離）と、マグネットホルダ２６のマグネット挿入部２６ａの内径（図
２（ａ）で矢印「ｂ」で示した距離）とが、ａ＞ｂの関係になることが望ましい。この関
係により、挿入部３を筐体２からより良好に引き抜くことができる。
【００３４】
［第２の実施形態］
　図３は、第２の実施形態に係るクラスプ５の縦断面図である。この実施形態は、本発明
のクラスプをアクセサリ用ペンダントヘッドに適用した例である。上述した第１の実施形
態のクラスプとは異なり、本実施形態のクラスプ５は、筐体６に２つの挿入部３ａ、３ｂ
が挿入されるようになっている。２つの挿入部は３a、３ｂは、装飾用の鎖状部材の一端
と他端に連結されて用いられる。
【００３５】
　本実施形態の２つの挿入部３ａ、３ｂは同一構造を有していて、内部にマグネット３２
ａ、３２ｂをそれぞれ保持する円柱形状のマグネットホルダ３１ａ、３１ｂと、このホル
ダ３１ａ、３１ｂの端に形成され、孔を有する連結部３３ａ、３３ｂと、この連結部３３
ａ、３３ｂの孔を貫通し、アクセサリの珠玉４に連結する環部３４ａ、３４ｂとを備える
。
【００３６】
　本実施形態の筐体６は、支軸６２を基準に左右対称の形状になっている（図３（ａ）参
照）。また、筐体６の両方の端面に２つのスリット構造の開口部６３ａ、６３ｂを備える
。その内部には２つのマグネット６７ａ、６７ｂが搭載されたマグネットホルダ６６が支
軸６２にピボット可能に固定されている。マグネットホルダ６６は、内部にマグネット６
７ａ、６７ｂを保持し、所定の長さを有する円柱形状の空間であるマグネット挿入部６６
ａ、６６ｂがそれぞれ、開口部６３ａ、６３ｂに対向するように設けられている。すなわ
ち、マグネット６７ａ、６７ｂは開口部６３ａ、６３ｂよりそれぞれ外部を臨むように設
けられている。さらに、２つのトーションバネ６８、６９が支軸６２に設置されている。
【００３７】
　次に、このクラスプ５の接続方法について図３（ａ）～（ｄ）を参照して説明する。ま
ず、図３（ａ）に示すように、ユーザが挿入部３ａを筐体６に所定の距離だけ近接させる
。次いで、図３（ｂ）に示すように、開口部６３ｂに近い筐体６の上下（図３(ｂ)の矢印
の方向および箇所）に力を加える。それに応じて、開口部６３ａが画定する空間領域が拡
大し、開口部６３ｂの画定領域が縮小する。その結果、挿入部３ａのマグネット３２ａと
筐体６のマグネット６７ａとの間の磁力作用により、マグネットホルダ３１ａが筐体６の
内部のマグネットホルダ６６のマグネット挿入部６６ａに挿入される。その後、筐体６に
加えた力を解放する。
【００３８】
　そして次に、図３（ｃ）に示すように、開口部６３ａに近い筐体６の上下（図３（ｃ）
の矢印の方向および箇所）に力を加える。それに応じて、開口部６３ｂが画定する空間領
域が拡大し、開口部６３ａの画定領域が縮小する。その結果、挿入部３ｂのマグネット３
２ｂと筐体６のマグネット６７ｂとの間の磁力作用により、マグネットホルダ３１ｂが筐
体５の内部のマグネットホルダ６６のマグネット挿入部６６ｂに挿入される。
【００３９】
　双方のマグネットホルダ３１ａ、３１ｂが筐体６の内部のマグネットホルダ６６のマグ
ネット挿入部６６ａ、６６ｂにそれぞれ挿入された後に、ユーザが筐体６に加えた力を解
放すると、図３（ｄ）に示すように、マグネットホルダ３１ａ、３１ｂが筐体６の内部に
収容され、クラスプ５の接続が完了する。
【００４０】
　第１の実施形態と同様に、クラスプ５の接続が完了した状態のマグネットホルダ６６と
筐体２の開口部６３ａ、６３ｂの間にはギャップＧ（間隙）がそれぞれ形成されている。
これは、挿入部３ａ、３ｂが外部より引っ張られ、マグネット３２ａと６７ａ若しくはマ
グネット３２ｂとマグネット６７ｂとの係止が解除されても、開口部６３ａ、６３ｂから



(8) JP 2012-192157 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

マグネットホルダ３１ａ、３１ｂがそれぞれ脱落することを防止するためである。
【００４１】
　第２の実施形態のクラスプ５は、上述のようにアクセサリ用ペンダントヘッドとして使
用することを想定している。そのため、クラスプ５は種々の大きさ、形状、模様、色彩等
を有してよい。ユーザはこれらのクラスプを複数用意し、その中の所望のものをアクセサ
リ本体と結合させることで、アクセサリの様々なバリエーションを楽しむことができる。
【００４２】
［第３の実施形態］
　次に第３の実施形態について説明する。図４は、第３の実施形態に係るクラスプ１０の
斜視図である。この実施形態は、本発明のクラスプを二連タイプのアクセサリに適用した
例である。
【００４３】
　本実施形態のクラスプ１０は筐体１１と挿入部１２とから構成される。挿入部１２は二
連タイプのアクセサリ本体１３の一端に環部１３０を介して連結され、マグネットホルダ
１２１と連結部１２３とを有している。マグネットホルダ１２１とマグネットの横断面の
形状は矩形に形成されている。
【００４４】
　筐体１１は二連タイプのアクセサリ本体１３の他端に連結され、第１の実施形態と同様
に、第１のフレーム１１０と第２のフレーム１１１とにより内部が中空に形成され、一端
に開口部１１３が形成される。開口部１１３は挿入部１２の横断面の形状に適合した矩形
の形状を有し、挿入部１２の横断面の大きさより小さくなるように形成されている。
【００４５】
　第３の実施形態のクラスプ１０の構造は、マグネットホルダ１２１及び内部に保持され
るマグネットが矩形状である点と、開口部１１３が矩形状である点と、筐体１１の内部に
設けられるマグネットホルダ及びマグネットが矩形状である点以外は、第１の実施形態と
同一であるので、構成及び作用の説明は省略する。
【００４６】
　本発明の第３の実施形態のクラスプ１０は二連タイプのアクセサリに適用されているが
、本発明の適用範囲は二連タイプのアクセサリに限定されるものではなく、三連以上の多
連タイプのアクセサリに適用してもよい。
【００４７】
　以上に渡り、本発明の実施形態に係るクラスプの構造や接続形態について説明したが、
本発明はこれらの実施形態に限定されるものではない。
【００４８】
　例えば、実施形態では挿入部と筐体に配置される磁気誘導部材は、相互に表面磁極の異
なるマグネットを有しているが、本発明はこの構造に限定されるものではない。代替的に
、当該挿入部および筐体に配置される磁気誘導部材の一方のみがマグネット材を有し、他
方がマグネットの代わりに鉄などの強磁性体からなる部材を有してもよい。
【００４９】
　さらに、本発明の第１の実施形態では、クラスプにおける筐体の開口部の形状は真円と
なっているが、本発明はこれに限定されるものではない。開口部の形状と、挿入部の横断
面形状とが一致している限り、楕円、多角形等の如何なる形状を有してよい。
【００５０】
　本発明の実施形態では、第１および第２フレームを付勢する手段として、バネを使用し
ているが、このバネには種々のタイプのものを使用してよい。本実施形態では、コイルバ
ネおよびトーションバネを使用しているが、他にも角バネ、円錐コイルバネ、ねじりバネ
などを使用してもよい。
【００５１】
　本発明の各実施形態に係るクラスプを構成する各構成要素の材料は特定のものに限定さ
れるものではなく、各種金属、樹脂等の任意の材料を用いてよい。ただし、マグネットに
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い必要がある。同様に、各部材の製法も削り、貼り合わせ、エッチング、金型やプレス機
を用いたモールド加工等、任意の加工手法を用いてよい。
【００５２】
　本発明のクラスプの用途は主にアクセサリであるが、この用途に限定されるものではな
い。例えば、携帯電話の本体とストラップとを接続するための接続手段として使用するこ
ともできる。
【００５３】
　以上、本発明を図面に示した実施形態を用いて説明したが、これらは例示的なものに過
ぎず、本技術分野の当業者ならば、本発明の範囲および趣旨から逸脱しない範囲で多様な
変更および変形が可能なことは理解できるであろう。したがって、本発明の範囲は、説明
された実施形態によって定められず、特許請求の範囲に記載された技術的趣旨により定め
られねばならない。
【符号の説明】
【００５４】
　１、５、１０　クラスプ
　２、６、１１　筐体
　３、３ａ、３ｂ、１２　挿入部
　３２、３２ａ、３２ｂ　マグネット
　３１、３１ａ、３１ｂ、１２１　マグネットホルダ
　２８、３３、３３ａ、３３ｂ、１２３　連結部
　２９、３４、３４ａ、３４ｂ、１３０　環部
　２６、６６　マグネットホルダ
　２７、６７ａ、６７ｂ　マグネット
　２０、６０、１１０　第１のフレーム
　２１、６１、１１１　第２のフレーム
　２３、６３ａ、６３ｂ、１１３　開口部
　２４　スリット部
　２２、６２　支軸
　２５　バネ
　６８、６９　トーションバネ
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